
大分大学日本学生支援機構大学院第一種奨学金教員返還免除候補者選考細則 

令和７年３月１９日制定 

令和７年細則第２１号  

 

（趣旨） 

第１条 この細則は，大分大学日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者等選考委員

会規程（平成１７年規程第４号。以下「規程」という。）第９条の規定により，教員返還免除候

補者の選考方法等に関し必要な事項を定める。 

 

 （教員返還免除申請手続） 

第２条 規程第２条第２号に規定する教員になった者に対する奨学金の返還免除（以下「教員返

還免除」という。）への申請をしようとする者は，独立行政法人日本学生支援機構（以下「機

構」という。）の定める教員返還免除用の業績優秀者返還免除申請書を教育学研究科長に提出

するものとする。ただし，大分大学日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者選考

細則（平成２０年細則第１４号）第２条に規定する返還免除の申請を行った者は，教員返還免

除の申請を行うことができない。 

 

 （教育学研究科からの推薦） 

第３条 教育学研究科長は，前条に規定する教員返還免除用の業績優秀者返還免除申請書を提出

した者のうちから，在学中に特に優れた業績を挙げたと認め，かつ，教育学研究科専門職学位

課程を修了の上で，教員採用試験に合格し，正規教員として，採用になる予定の者について，

所定の推薦理由書に関係書類を添付し，学長に推薦するものとする。 

 

 （教員返還免除候補者の選考方法） 

第４条 大分大学日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者等選考委員会（以下「委

員会」という。）は，教員返還免除申請のあった学生の業績について，別表に定める業績の種類

の評価基準に基づいた評価項目により，総合的に評価し，選考するものとする。 

 

（教員返還免除候補者の推薦） 

第５条 学長は，委員会の議基づき，教員返還免除候補者を機構に推薦するものとする。 

 

 （免除の許可通知） 

第６条 学長は，機構から免除の許可があった場合は，教育学研究科長に通知するものとする。 

 

 （雑則） 

第７条 この細則に定めるもののほか，大分大学大学院における教員返還免除候補者の選考に関

し必要な事項は，委員会の議を経て別に定める。 

 

附 則 

１ この細則は，令和７年３月１９日から施行し，令和６年１２月１１日から適用する。 

２ 令和６年１２月１１日からこの細則の施行日までに行われた大学院第一種奨学金教員返還免

除候補者の選考に係る手続は，この規定に基づいてなされたものとみなす。 

  
 

 
 



  

 

別表（第４条関係） 

業績の種類 
機構が定める 

      評価基準 

評 価 項 目 

 大学院における教育研究活動

等に関する業績 

 専攻に関連した学外における

教育研究活動等に関する業績 

１ 学位論文そ

の他の研究

論文 

 学位論文の研究科委員

会での高い評価，関連し

た研究内容の学会での

発表，学術雑誌への掲載

又は表彰等，当該論文の

内容が特に優れている

と認められること。 

１ 学位論文 

 

２ 学位論文の発表 

 

３ その他の研究論文 

 

４ 学内の研究報告への掲載 

 

５ 学内表彰 

  

  

１ 学術雑誌への論文掲載 

 

２ 国際学会での発表 

 

３ 国内学会での発表 

 

４ 学術雑誌への総説，解説等の

掲載 

 

５ その他の研究論文の表彰 

 

６ 学会発表賞の受賞 

 

７ 招待講演 

２ 大学院設

置基準（昭

和４９年

文部省令

第２８号）

第１６条

に定める

特定の課

題につい

ての研究

の成果 

 特定の課題についての

研究の成果の審査及び

試験の結果が研究科委

員会等で特に優れてい

ると認められること。 

１ 特定の課題についての研究

の成果 

  

  

  

  

１ 研究の成果の発表 

  

  

  

  

  

  

３ 大学院設

置基準第

１６条の

２に定め

る試験及

び審査の

結果 

専攻分野に関する高度の

専門的知識及び能力並び

に当該専攻分野に関連す

る分野の基礎的素養であ

って当該前期の課程にお

いて修得し，若しくは涵養

すべきものについての試

験の結果が研究科委員会

等で特に優れていると認

められること，又は博士論

文に係る研究を主体的に

遂行するために必要な能

力であって当該前期の課

程において修得すべきも

のについての審査の結果

が研究科委員会等で特に

優れていると認められる

こと。 

１ 専攻分野に関する高度の専

門的知識及び能力並びに当

該専攻分野に関連する分野

の基礎的素養であって当該

前期の課程において修得し，

若しくは涵養すべきものに

ついての試験の結果 

 

２ 博士論文に係る研究を主体

的に遂行するために必要な

能力であって当該前期の課

程において修得すべきもの

についての審査の結果 

１ 専攻分野に関する高度の専

門的知識及び能力並びに当

該専攻分野に関連する分野

の基礎的素養であって当該

前期の課程において修得し，

若しくは涵養すべきものに

ついての試験の結果 

 

２ 博士論文に係る研究を主体

的に遂行するために必要な

能力であって当該前期の課

程において修得すべきもの

についての審査の結果 

４ 著書，デー

タベース

その他の

著作物（第

１項及び

第２項に

揚げるも

のを除

く。） 

 専攻分野に関連した著

書，データベースその他

の著作物等（第１項及び

第２項に掲げる論文等

を除く。）が，社会的に

高い評価を受けるなど，

特に優れた活動実績と

して評価されること。 

１ 専攻分野に関連した著作物

等 

 

２ 専攻分野に関連したデータ

ベースの構築 

 

３ 専攻分野に関連したソフト

ウエアの開発 

 

１ 専攻分野に関連した著書 

 

２ 学外のコンペ入賞 

 

３ 学会賞等の受賞及び競争的

研究費の獲得 

 

４ その他の著作物 

  

  

  



  

 

    ４ 専攻分野に関連したデザイ

ン設計 

 

５ 学内表彰 

 

５ 発明   特許・実用新案等が優れ

た発明・発見として高い

評価を得ていると認め

られること。 

１ 特許出願 

 

２ 実用新案出願 

 

３ 学内表彰 

１ 特許登録 

 

２ 実用新案登録 

  

３ 学外表彰  

    

    

６ 授業科目

の成績 

 講義・演習等の成果とし

て，優れた専門的知識や

研究能力を修得したと

研究科委員会等で高く

評価され，特に優秀な成

績を挙げたと認められ

ること。 

１ 学業成績 

 

２ 修業年限の短縮 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

７ 研究又は

教育に係

る補助業

務の実績 

  リサーチアシスタント，

ティーチングアシスタ

ント等による補助業務

により，学内外での教育

研究活動に大きく貢献

し，かつ特に優れた業績

を挙げたと認められる

こと。 

１ リサーチ・アシスタント 

 

２ ティーチング・アシスタント 

  

  

  

１ 教育研究に係る補助業務 

  

  

  

  

  

  

  

    

    

８ 音楽，演

劇，美術そ

の他芸術

の発表会

における

成績 

 教育研究活動の成果と

して，専攻分野に関連し

た国内外における発表

会等で高い評価を受け

る等，特に優れた業績を

挙げたと認められるこ

と。 

１ 専攻分野に関連した音楽活

動成果･発表 

 

２ 専攻分野に関連した演劇活

動成果･発表 

 

３ 専攻分野に関連した美術活

動成果･発表 

 

４ その他の芸術活動 

 

５ 学内表彰 

１ 専攻分野に関連した音楽活

動成果･発表 

 

２ 専攻分野に関連した演劇活

動成果･発表 

 

３ 専攻分野に関連した美術活

動成果･発表 

 

４ その他の芸術活動 

 

５ 学外表彰 

  

  

    

    

９ スポーツ

の競技会

における

成績 

 教育研究活動の成果と

して，専攻分野に関連し

た国内外における主要

な競技会等で優れた結

果を収める等，特に優れ

た業績を挙げたと認め

られること。 

１ 学内表彰 

  

  

  

  

１ 国内競技会 

 

２ 国外競技会 

 

３ 学外表彰 

  

    

10 ボランテ

ィア活動

その他の

社会貢献

活動の実

績 

  

 教育研究活動の成果と

して，専攻分野に関連し

たボランティア活動等

が社会的に高い評価を

受ける等，公益の増進に

寄与した研究業績であ

ると評価されること。 

１ 専攻分野に関連したボラン

ティア活動 

 

２ 専攻分野に関連したその他

社会貢献活動 

  

  

１ 専攻分野に関連したボラン

ティア活動 

 

２ 専攻分野に関連したその他

社会貢献活動 

  

  

  

  

  

 
 


